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付
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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
カ
ル
デ
ラ
噴
火
の
兆
候
把
握
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日
時
点
で
、
九
州
電
力
株
式
会
社
川
内
原
子
力
発
電
所
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
使
用
済
燃
料
の
集

合
体
の
数
は
千
九
百
四
十
六
体
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
ウ
ラ
ン
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
総
量
は
、
約
八
百
五
十
二
ト

ン
で
あ
る
。

一
の
�
並
び
に
二
の
�
か
ら
�
ま
で
、
��
及
び
��
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い
る
実

用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
第
五
号
）
等
（
以
下
「
新
規
制
基
準
」
と
い
う
。
）
に
係
る
適
合
性
審
査
を
実
施
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点

で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
原
子
力
発
電
所
の
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド
（
平
成
二
十
五
年
六
月
十
九
日
原

子
力
規
制
委
員
会
決
定
。
以
下
「
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
原
子
力
発
電
所
の
「
運
用
期
間
中

の
火
山
活
動
の
可
能
性
が
十
分
小
さ
い
と
評
価
し
た
火
山
で
あ
っ
て
も
、
・
・
・
噴
火
可
能
性
が
十
分
小
さ
い
こ
と
を
継
続

一



的
に
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
運
用
期
間
中
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
。
」
、
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
、
火
山
活
動

の
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
の
対
処
方
針
等
を
定
め
る
こ
と
。
」
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
の
�
並
び
に
二
の
�
か
ら
�
ま
で
、
��
及
び
��
に
つ
い
て

カ
ル
デ
ラ
噴
火
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
兆
を
捉
え
た
例
を
承
知
し
て
お
ら
ず
、
噴
火
の
具
体
的
な
発
生
時
期
や
規
模
を
予

測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
噴
火
の
規
模
に
よ
っ
て
は
、
地
下
か
ら
の
マ
グ
マ
の
供
給
量
が
大
き

く
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
地
殻
変
動
等
の
監
視
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
噴
火
の
前
兆
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な

場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
火
山
活
動
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
、
異
常
な
事
象
を
観
測
し
た
段
階
で
、
結
果
と
し
て
噴
火

に
至
ら
な
く
と
も
、
原
子
炉
の
停
止
等
の
措
置
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
原
子
力
規
制
委
員

会
と
し
て
は
、
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド
に
不
備
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
安
全
性
の
追
求
に
終
わ
り
は
な
く
、
継
続

的
な
安
全
性
の
向
上
が
重
要
で
あ
り
、
安
全
研
究
の
推
進
に
よ
る
新
た
な
知
見
の
収
集
と
新
規
制
基
準
等
の
継
続
的
な
改
善

に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
報
道
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
同
委
員
会
の
安
全
研
究
の
対

象
に
姶
良
カ
ル
デ
ラ
を
含
ま
な
い
と
決
定
し
た
事
実
は
な
い
。

二



二
の
�
に
つ
い
て

阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
が
形
成
さ
れ
た
時
の
よ
う
な
極
め
て
大
規
模
な
噴
火
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
兆
候
を
数
年
前
に
把
握
し
た

事
例
」
を
承
知
し
て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
六
日
の
霧
島
山
（
新
燃
岳
）
の
噴
火
に
つ
い
て
は
、
噴
火
が
発

生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
気
象
庁
が
噴
火
警
報
を
発
表
し
た
約
八
か
月
後
に
、
本
格
的
な
マ
グ
マ
噴
火
が
発
生
し

た
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
噴
火
の
具
体
的
な
発
生
時
期
や
規
模
を
予
測
し
た
事
例
で
は
な
い
が
、
火
山
性
地
震
の
増

加
等
の
火
山
活
動
の
高
ま
り
か
ら
、
噴
火
の
前
兆
を
捉
え
た
事
例
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
田
中
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
の
例
示
は
、
具
体
的
な
カ
ル
デ
ラ
噴
火
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
カ
ル

デ
ラ
噴
火
に
関
す
る
研
究
の
一
例
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
��
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
片
山
審
議
官
の
発
言
は
、
事
業
者
が
火
山
活
動
の
モ
ニ
タ

三



リ
ン
グ
を
実
施
す
る
段
階
で
火
山
活
動
の
活
発
化
の
兆
候
が
見
ら
れ
た
場
合
に
、
事
業
者
に
よ
る
火
山
活
動
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
結
果
の
評
価
の
妥
当
性
を
原
子
力
規
制
委
員
会
が
判
断
す
る
際
の
基
準
に
つ
い
て
、
新
規
制
基
準
に
係
る
適
合
性
審
査
と

は
別
に
、
火
山
に
関
す
る
専
門
家
を
交
え
て
検
討
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

四


